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新しい一年を迎えるにあたり、会員の皆さまに心よりご挨拶申し上
げます。
2025年度、兵庫県社会福祉士会では、日本社会福祉士会の助成金を
活用し、倫理綱領伝達研修を実施しています。テキストを手に、参加
者の皆さまと倫理について語り合う時間は、社会福祉士の専門性の根
にある「何を大切にするのか」を改めて考える貴重な機会となってい
ます。
倫理について思いを巡らせると、日々の仕事や会の運営においても、
社会的ジレンマに直面する場面が多くあったことを実感します。誰も悪くないのに課題が
前へ進みにくい。そんな状況に、皆さんも日々向き合っておられるのではないでしょうか。
だからこそ、私たち専門職には、共通の価値観と判断軸、すなわち“倫理”が必要だと強
く感じています。倫理は、人間の尊厳や権利を守り、複雑な場面でより良い選択を支える
土台です。そしてその中心には、私はいつも「目の前の人の笑顔を守りたい」という想い
があると感じています。迷いの中で、その笑顔をどう守るかを問い続けることこそ、社会
福祉士としての倫理観の核ではないでしょうか。
今年は２月にオンラインで倫理綱領伝達研修をもう一度実施します＝37ページ参照。ま
だ受講されていない皆さまにも、ぜひご参加いただければと思います。研修は、演習を通
して語り合うことで、ジレンマを分かち合い、互いの視点を聴き合い、支援の力を確かにし、
社会福祉士同士のつながりと絆を深める時間となります。
倫理的ジレンマや社会的ジレンマに向き合う場面は、支援者としてしんどさを感じる瞬間
でもあります。それでも私たちは、目の前の人の笑顔を守りたいと願いながら、その時々の
より良い選択を探し続けています。一年を振り返ると、「しんどいなぁ」とつい口にしてし
まう日もあったかと思います。でも、その一日の中に、ほんの少しでも“今日は平和やった
なぁ ”と思える瞬間があるだけで、人はまた次の日を歩いていけるものだと信じています。
一年の始まりに、社会福祉士の倫理綱領を手にしてみてください。倫理的ジレンマや社
会的ジレンマの中でも迷わずに、自分の倫理観を大切に歩める社会福祉士を、ともに目指
していきましょう。そして今年も、目の前の人の笑顔を守りたいという想いを、倫理観の
中心に置きながら歩んでいきたいと思います。
本年が、会員の皆さまにとって安心と希望を持って歩める一年となりますよう祈念し、
新年のご挨拶といたします。

「笑顔を守りたい」想い　倫理観の中心に
会長　小椋　智子
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※　 各研修につきましては、申込人数が少ない場合、中止することがありますので、予めご了承いただきますよう
お願い致します。

■ 自然災害による中止及びその告知について
　　 　研修開始の２時間前に研修開催場所に特別警報が発令された場合は、研修会を中止いたします。また、特別
警報の発令に関わらず、台風接近や自然災害の状況をみて、研修会をやむを得ず中止する場合がありますので
ご了承ください。

　　　基準等は、本会ホームページをご参照ください。　http://www.hacsw.or.jp/　

　　 　研修開催の中止が決定した場合は、研修開始2時間前に本会ホームページ、または本会ホームページ下部に
あるFacebookに掲載します。掲載がなければ開催するものとご理解ください。
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　一般社団法人兵庫県社会福祉士会には、立候補によって選ばれた「役員」がいます。その任期
は２年と定められており、2026年は改選の年にあたります。こうのとり通信秋号でも、その案内
と選挙管理委員を公募するお知らせを掲載しました。一方で、役員の活動は意外と知られていな
いのではないでしょうか。改選のタイミングを前に、役員の「お仕事」について社会福祉士会事
務局の中山貴之次長に聞きました。
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総勢19人　各地区ブロックからも選出
―まず、役員の人数や構成について教えてください。

中山次長： 役員は「理事」と「監事」で構成されています。今期は理事17人、監事２人の総勢19人。
男性が12人、女性が７人となっています。理事のうち７人は、阪神・神戸・東播・西
はりま・丹波・但馬・淡路の各地区ブロックから選出されます。理事に決まった人た
ちの中から、さらに互選で会長１人、若干名の副会長（現在は３人）が選ばれています。

―どういう人たちが役員を務めているのでしょうか。

中山次長： 社会福祉法人で働いている方々が多い印象です。「独立型」として活動している人もい
れば、行政機関や大学に勤めている人もいますね。多士済々です。

本会役員の「お仕事」って？
事務局次長に聞きました

文・構成　広報委員会
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理事は「取締役」　監事は「お目付け役」
―理事と監事の役割をわかりやすく言うと……。

中山次長： 会社で言えば、理事は「取締役」です。業務に関する意思決定の権限がある人ですね。
本会の業務執行の決定は理事会が行っています。
　一方、監事は理事の業務執行の監査を行う権限を持っています。理事が不正行為を
したときや不正行為をするおそれがあると認めたときは、理事会に報告しなければな
りません。言わば法人のお目付け役といったところでしょうか。

― なるほど。理事会は社会福祉士会が担う事業の内容や方法について決める権限を持っている
んですね。具体的には、どんな事業や業務を指しているのでしょうか。

中山次長： 社会福祉士会が目指す方向性を定める中長期計画や年次計画の決定、専門委員会や生
涯研修センターの事業の管理、総会で会員に諮る議案の取りまとめといった対内的な
ものから、自治体や他団体の事業・活動への参加や会員推薦決定などの対外的なもの
など幅広いです。

理事会は毎月開催　３～４時間の審議
― そのような重要な決定は理事会が担っている、と。理事会は毎月開催されているとうかがい

ました。

中山次長： そうなんです。資料をお見せしましょうか。理事会では毎月３～４時間程度、主にこ
のような審議をしています。

■事業計画・事業報告、予算・決算の作成
■  各種事項の承認：入会者・退会者、規定類の作成・改正、本会委員長の選任、
日本社会福祉士会の委員や研修参加

■  本会実施事業の審議：担当理事による業務報告、専門委員会事業における報告

などです。
　また、本会の業務は多岐に渡っているため、その分野の「担当理事」を定めています。
各分野を２～３人の理事が手分けして担当しています。
　例えば、

■組織規程の整備：本会の定款・規則・規程・細則などの管理（作成・改正を含む）
■  災害対応：兵庫県社会福祉士会BCP（事業継続計画）、災害支援ガイドライン、
マニュアルの検討、研修の企画実施、近畿ブロック災害担当者会議への参加

■  各種行事：ソーシャルワーカーデー、社会福祉セミナー、SW関係5団体合同研
修の企画運営実施

■受託事業：本会が受託している県などの事業の管理
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本会役員の「お仕事」って？本会役員の「お仕事」って？

■  ブロック活動活性化：入会者を対象とした企画（入会説明会、歓迎会等）、受験
対策自主ゼミ・研修会・交流活動（集い場）・まちかど相談会（年１回、10月～
12月）などの企画実施、ブロック助成のあり方・退会防止の検討、地区ブロッ
ク担当理事会議の開催

■会計：本会会計の管理、予算・補正予算・決算の作成
■生涯研修センター：本会実施研修の管理
■  組織力向上：新入会員必須研修の企画実施、入会促進チラシの作成、本会活用
ガイドブック・専門委員会紹介動画の作成といった、本会への入会促進・退会
抑制策の企画・実施

■専門委員会への支援（15委員会）

などです。
　こういった業務を担当した理事は、計算書類や事業報告書等を作成します、それら
を監査する監事には一般社団法人の業務や財産の状況を調査できる権限が与えられて
おり、運営が適正に行われるための重要な役割を担っています。

「本会を支えたい」　運営や方針を決定
― いずれも会の運営や方針を決める大切な役割ばかりですね。役員の皆さんへの報酬はどうなっ

ているのでしょうか？

中山次長： 理事会に出席する際の交通費のみです。総会で定める額や基準に従って報酬を支給す
ることはできるものの、実際にお渡ししたことはまだないですね。「本会を支えたい」
という思いを持った方々が活動されていると感じています。

―活動の一端がよくわかりました。ありがとうございました。

※ 次ページ以降に、役員の立候補に関するお知らせや書類を掲載しています。興味・関心のある
方は熟読のうえ、期日までにお手続きください。

　「一般社団法人兵庫県社会福祉士会 役員候補者及び役員選出に関する規則」に基づき選挙管理委
員の公募を実施していましたところ、下記の3名に決定いたしましたことを報告します。

会員名 会員番号
委員長 谷口　智昭 25674
委　員 中山　　緑 53378
委　員 村松　紀子 58841

選挙管理委員の決定について
一般社団法人兵庫県社会福祉士会

会長　小椋　智子
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本会役員の「お仕事」って？本会役員の「お仕事」って？

選挙管理委員会
 委員長　谷口　智昭

委　員　中山　　緑
委　員　村松　紀子

　2026年度及び2027年度の役員選出について、「一般社団法人兵庫県社会福祉士会　役員候補者
及び役員選出に関する規則第7条第3項」に基づき、会員理事・会員監事立候補者の公募を公示し
ます。
　つきましては、会員理事候補者・会員監事候補者に立候補される方は、下記及び「一般社団法
人兵庫県社会福祉士会　役員候補者及び役員選出に関する規則」をご確認の上、立候補の手続き
を行ってください。

記
　１　役員区分と定数
　　（１）会員理事　　　定数  10名

　　（２）会員監事　　　定数　 2名

　２　任期　　2年間
　３　立候補受付開始日　　2026年1月26日
　４　立候補受付締切日　　2026年2月16日
　５　立候補手続き
　　　 立候補理由を明記した立候補届（様式1）に、3人の正会員から受領した推薦書

（様式2）を添えて、下欄の選挙管理委員会まで郵送により提出すること。（2026年

2月16日必着）

　６　選出までの流れ　2026年3月21日
予算総会にて　選挙がある場合は立会演説会

選挙がない場合は所信表明演説会
　７　選出時期　　2026年度決算総会時（2026年6月）
　８　選出方法　　総会出席者による投票及び期日前投票による（いずれも単記無記名投票）
　９　立候補者の資格　　2026年1月10日現在、本会の正会員として在籍していること。
　

　　　提 出 先：〒651-0062

        　            　　　　   神戸市中央区坂口通2-1-1　兵庫県福祉センター3階

　　　　　　　　　　　一般社団法人　兵庫県社会福祉士会　選挙管理委員会

　　　問い合わせ先：ＴＥＬ　078－265－1330　ＦＡＸ　078－265－1340（事務局）

　

　

　
　

　

一般社団法人兵庫県社会福祉士会
会員理事候補者・会員監事候補者　立候補者の公募について(公示）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式１）

一般社団法人 兵庫県社会福祉士会　役員立候補届

　私は、一般社団法人兵庫県社会福祉士会 役員候補者及び役員選出に関する規則第 6条第１項に基づき、
2026 年度役員改選の役員に立候補しますので、3名の正会員の推薦書を添えて届け出ます。

理事・監事の立候補区分＊ 会員理事　・　会員監事

　　　　　NO.

（ふりがな）
氏　　名

性別＊
年齢 　　　　 歳

男・女

会員番号
勤務先名称及び
職種内容現住所地名

（市区町村名のみ）

主な活動歴

社会福祉士会での活動歴

勤務先での職務経歴

立候補の
理由・抱負

　　　　　　　　　　　　　　　　　（200 字以上 400 字以内でお願いいたします）
推薦者

（会員番号）
氏　名

 1．（No.　　　　　）  2．（No.　　　　　）  3．（No.　　　　　）

　　　　　　　以上のとおり、立候補を届け出ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（自筆）　　　　　　　　　　　　　　㊞
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役員立候補届出をされる場合は、以下の内容を確認の上、届け出てください。

（ 1）法律により、役員に就任できない者が決められています。
　（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律から抜粋）
 　第65条　次に掲げる者は、役員となることができない。
 　 1　法人（会社・団体）
 　 2　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国法で同様の者
 　 3  　この法律や会社法などに違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

ることがなくなった日から 2年を経過しない者
 　 4  　前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執

行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を
除く。）

（ 2）本会の規定により、役員に立候補する場合は、次の条件を満たすことが必要です。
　（一般社団法人兵庫県社会福祉士会　役員選出に関する細則から抜粋）
 　第 9 条　規則第 6条第 1項第 1号に基づく正会員の資格要件は、次に掲げる事項をすべて満た

す者とする。
　　　（ 1）選挙管理委員会が第 8条の公示を行った時点で、本会の正会員として在籍していること。
　　　（ 2）海外に在住していないこと。
　　　（ 3）本会の年会費が未納でないこと。

（ 3）その他、役員に立候補する場合は、次の点にご留意ください。
 　※理事会に必ず出席できること
 　一般社団法人では、理事会における書面出席や代理人による出席は、一切認められていません。
 　 そのため、理事会に欠席されますと、理事会の成立要件である、理事の過半数による出席など
の要件を満たさない恐れがあります。他の理事への迷惑や会の運営に支障を来たしますので、
理事会には、必ず出席してください。

（ 4）立候補届について
 　①届出用紙の＊欄は、該当するものに◯印をつけてください。
 　②届出にあたっては、会の定款・規則・細則を確認の上、行ってください。
 　③ 届出にあたり、正会員 3名の推薦書を添えて届け出てください。また、その推薦書には、立

候補者本人の捺印欄がありますので、忘れずに捺印してください。
 　④届出は、会の事務局へ郵送にて行ってください（締切日必着）。
 　（送付先）〒651-0062 　神戸市中央区坂口通 2 - 1 - 1 　兵庫県福祉センター 3階
 　　　　　　　一般社団法人兵庫県社会福祉士会　選挙管理委員会　宛

（ 5）掲載時期について
 ・こうのとり通信（春号）（ 4月上旬発送予定）
 ・兵庫県社会福祉士会ホームページ（会員専用ページ） 5月予定
　
（ 6）掲載方法について
  　 　こうのとり通信（春号）・ホームページ（会員専用ページ）・総会議案集での掲載内容は、ご
提出いただいた「役員立候補届」・「役員立候補者推薦書」をPDFにし、そのまま掲載させてい
ただきますので、ご了承ください。

 　　なお、セキュリティ面を考慮して、連絡先・捺印部分については削除させていただきます。
  　 　※ホームページの掲載について支障のある方は、 5月 1日（金）までに本会事務局へご連絡
をお願い致します（ 1日までにご連絡がない場合は、掲載のご承諾をいただいたと判断します）。

（ 7）立候補者の方へ
 ・ 3 月21日予算総会時のご挨拶のお願い
  　 　立候補者の皆様には、総会当日会員に向けて、選挙がある場合は立会演説を、選挙がない場
合は所信表明演説をお願いしたいと考えております。（各候補者持ち時間 3分以内とします）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式 2）

一般社団法人 兵庫県社会福祉士会　役員立候補者推薦書

　私は、一般社団法人兵庫県社会福祉士会 役員候補者及び役員選出に関する規則第 6条第 2項に基づき、
次の方を 2026 年度役員改選の役員立候補者として推薦します。

推薦する
立候補者名

理事・監事の
立候補区分＊

会員理事・会員監事

　　　　　推薦理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（200 字以上 400 字以内でお願いいたします）

　　　　　　上記のとおり、推薦いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

推薦者氏名（会員番号）
（自筆）

（No.　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

連　絡　先
〒

　　　　　　　　　　　（電話：　　　－　　　　－　　　　）
※立候補者の確認印
（立候補者が捺印のこと）

＊欄は、該当するものに丸をつけてください
※推薦に当たっての注意事項
　・推薦者が推薦できる立候補者は、1人です。
　・ 推薦理由の記載内容につきましては、総会議案集に推薦者の氏名と合わせて推薦理由も掲載す

る予定です。誠に恐縮ですが、推薦理由を 200 字以上 400 字以内に記載していただきますよう
御協力方よろしくお願いいたします。

　・立候補者は、他者の推薦者になることはできません。
　・ 推薦者の要件は、選挙管理委員会が役員選出に関する細則第 8条の公示を行った時点で、本会

の正会員として在籍しており、本会の年会費が未納でないことです。
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　　　　　  【共通様式】
一般社団法人兵庫県社会福祉士会

　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロック役員改選について　　　　　　 2026年 1月 10日

　ブロック会則により、役員の任期は 2年となっております。このため、本年は役員の改選の年になり
ますので、立候補者を募ります。
　立候補される方は、所定の共通様式 1（次頁）に従い記入の上、下欄の各ブロック事務所まで公募期
間内に御返送くださいますようお願いいたします。
　なお、現役員の方に対する再任についての妨げはございません。また、定数に満たない場合もしくは
超えた場合は、ブロック総会において選出することとなります。

　　　　　　  【各ブロック事務所及び公募期間】

ブロック名 住　　　　　　　　　　　　　　　　　 所 Ｆ　 Ａ 　Ｘ 公　募　期　間

阪 神
〒 661-0961　尼崎市戸ノ内町 6-15-27

担当：　原田　定道
E-mail：ymiharasino_oka@yahoo.co.jp

1月26日
（月）

～

2月16日
（月）

神 戸
〒 651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1

兵庫県福祉センター 兵庫県社会福祉士会内
078-265-1340

東 播

〒 674-0051　明石市大久保町大窪 3104-1

社会福祉法人三幸福祉会　
特別養護老人ホーム清華苑 内
東播地区ブロック　事務局　田村 智之

078-934-0830

西 は り ま
〒 671-1116　姫路市広畑区正門通 1-8-10

きしソーシャルワーカー事務所
西はりまブロック事務局　岸　剛健　

050-3730-2710

丹 波
〒 669-3464　丹波市氷上町石生 36‒1

兵庫サポートセンター　担当：中川　優一
E-mail：hacsw.tanba@gmail.com

但 馬
〒 668-0337 豊岡市但東東里 61-2

担当：下中智晃
E-mail：avecmonmari@gmail.com

0796-56-0359

淡 路
〒 656-0051 洲本市物部 1-3-20　
吉田麻希社会福祉士事務所内

0799-25-2480

　　　※メールアドレスの記載のあるブロックは、メールでの届け出も可能です。

　　　※【共通様式 1】のデータが必要な方は、事務局までお問い合わせください。
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　　　　　  【共通様式１】

ブロック役員立候補届

　　　　〇該当するものに〇をつけてください。
　　　　　【立候補するブロック】

（　　）　阪神ブロック　　　（立候補区分あり）
（　　）　神戸ブロック　　　（立候補区分あり）
（　　）　東播ブロック　　　（立候補区分あり）
（　　）　西はりまブロック　（立候補区分なし）
（　　）　丹波ブロック　　　（立候補区分なし）
（　　）　但馬ブロック　　　（立候補区分なし）
（　　）　淡路ブロック　　　（立候補区分なし）

　　　　【立候補区分】（※立候補区分のないブロックの立候補者は、記載の必要はありません。）
（　　）　ブロック理事
（　　）　ブロック監事

私は、一般社団法人兵庫県社会福祉士会ブロック役員に立候補します。

 年　　月　　日

ふ り が な

氏 名

年
齢

　　　　　　　歳

住 所

連 絡 先
Ｅメール

〒

℡
Ｅメール　　　　　　　　　　＠

勤 務 先
　　　　　　　　　　　　　℡

入 会
　　　　　年　　月　　日　　　　　　会員番号第　　　　　　　　号

備 考

　　　　　　　　　※　公募期間内に郵送又はＦＡＸ、メールにて各ブロック事務所まで提出願います。
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（目的）
第  1 条　この規則は、一般社団法人兵庫県社会
福祉士会（以下「本会」という。）定款に基づき、
役員候補者選出に関する基本的事項を定める
ことを目的とする。

（役員候補者の種類）
第  2 条　この規則において役員候補者とは、理
事候補者及び監事候補者をいう。

（理事の区分及び定数）
第 3 条　理事を次のとおり区分する。　　　　　　
　（ 1） 会員理事　　　 6名以上10名以内で選挙

管理委員会が告示した数
　（ 2）会員地区ブロック推薦理事　 7名

（監事の区分及び定数）
第 4 条　監事を次のとおり区分する。
（ 1）会員監事　 2名

（役員候補者選出方法）
第 5 条　本会の役員候補者の選出方法は、次の
とおりとする。

　（ 1） 役員候補者は立候補制とする。ただし、
第 3条、第 4条の定数以下の場合は、そ
の者を役員候補者とする。第 3条 1号及
び第 4条の定数以上の場合は、正会員に
よる単記無記名選挙を行い、役員候補者
を選出する。

　（ 2） 立候補者が定数に満たない場合は、不足
する役員候補者数を対象に立候補の再受
付を行う。

　（ 3） 前号の選出方法は、（ 1）号の規定に準
ずるものとする。

　（ 4） 会員地区ブロック推薦理事候補者は、地
区ブロックが推薦する者とする。

（会員理事候補者・会員監事候補者の立候補）
第 6 条　会員理事候補者・会員監事候補者に立
候補する場合の要件は、次のとおりとする。

　（ 1） 立候補者は、定款第 5条第 1項第 1号に
規定する正会員であること。

　（ 2） 第 7 条第 4項に定める立候補受付期間内
に立候補したこと。

　（ 3） 立候補手続を当会の定める方法（郵送の
方法）により行ったこと。なお，締切日
の消印は有効とする。

　（ 4） 所定の立候補届に立候補理由その他理事
会が定める記載事項を明記した上で，立
候補したこと。

　（ 5）選挙管理委員でないこと。

2　立候補者は，立候補にあたり正会員 3名の

推薦者を必要とする。なお，推薦者は次の各号
の要件を全て満たさなければならない。
　（ 1） 所定の推薦書に推薦理由その他理事会で

定める記載事項を明記すること。
　（ 2） 推薦者 1名につき， 1名を超える推薦を

行っていないこと。
　（ 3）当該選挙における立候補者でないこと。
　（ 4）選挙管理委員でないこと。

（選挙管理委員会）
第 7 条　役員選出にかかる公正な事務を行うた
め、選挙管理委員会を設置する。
2  　選挙管理委員会の委員定数は、 3名とする。
3  　選挙管理委員会は、会員理事・会員監事選
出のための公示を、立候補受付期間開始日の
2週間前までに行う。
4  　選挙管理委員会は、20日以上30日を超えな
い範囲で、立候補受付期間を定めなければな
らない。
5  　選挙管理委員会は、立候補の受付及び審査
を行い、立候補者名簿をととのえなければな
らない。

（選挙管理委員）
第 8 条　選挙管理委員は、正会員の中から公募
し事務局で抽選により選出され、会長が委嘱
する。
2  　前項の公募方法等の細目については、理事
会において別に定める。
3  　選挙管理委員は、会員理事候補者・会員監
事候補者に立候補し、または立候補者を推薦
することができない。
4  　選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選に
より選出する。
5  　選挙管理委員の任期は、その就任時から役
員改選にかかる総会の当日までとする。
6  　第 1項により選出された委員の名簿は、会
長が会員に公表する。

（役員候補者名簿の公示）
第 9 条　選挙管理委員会は、第 5条に規定する
選挙を行う場合は、立候補者名簿を期日前投
票の10日前までに、会員に送付しなければな
らない。

（役員候補者名簿の提出）
第 10条　選挙管理委員会は、役員候補者が選出
され次第、速やかに役員候補者名簿を理事会
に提出しなければならない。

（役員の選出）
第 11条　理事会は選挙管理委員会から提出され
た、役員候補者名簿を総会に提示し、議決を

一般社団法人兵庫県社会福祉士会
役員候補者及び役員選出に関する規則

 規則第 5号
 2009年 4 月 1 日制定
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求めなければならない。
2  　理事・監事は、前項の役員候補者名簿に記
載された者について、総会の議決により選出
する。
3  　前項の総会の議決は、役員候補者名簿を一
括して採決するものとする。

（役員の名簿の公表）
第 12条　理事会は、会報等により役員名簿を次
のとおり公表するものとする。

　（ 1）氏名
　（ 2）性別
　（ 3）勤務先名
　（ 4）現住所地名（市区町村名のみ）
　（ 5）役職名
2  　会長は、前項各号の内容について役員に異
動があったときは、速やかに最新の名簿情報
を公表するものとする。

（欠員）
第 13条　役員に欠員が生じた場合の措置は、理
事会において別に定める。

（委任）
第 14条　この規則に定めるものの他、細目に関
する事項は、理事会において別に定める。

（改正）
第 15条　この規則を改正するときは、総会の承
認を得なければならない。

附　則
1  　この規則は、本会が設立した日から施行す
る。
2  　本会設立当初の役員選任については、原始
定款の定めによる。
3　この規則は、2012年 3 月20日より施行する。
4　この規則は、2015年 6 月27日から施行する。

（目的）
第 1 条　この細則は、一般社団法人兵庫県社会
福祉士会（以下「本会」という。）役員候補者
及び役員選出に関する規則（以下「規則」と
いう。）に基づき、役員候補者選出に関する細
則事項を定めることを目的とする。

（改選年）
第 2 条　役員改選は、西暦偶数年ごとに、その
年の通常総会において行う。
2  　理事会は、前項の改選実施について、その
4ヶ月前から会員へ広報しなければならない。

（選挙管理委員の公募）
第 3 条　理事会は、規則第 7条に規定する選挙
管理委員会を設置するため、前条第 1項に規
定する改選年の 1月末日までに、選挙管理委
員の公募を開始しなければならない。
2　公募期間は、その都度理事会で定める。

（選挙管理委員の応募方法）
第 4 条　選挙管理委員に応募する者は、本会事
務局あてに、所定の応募用紙に必要事項を記
入し、郵送またはＦＡＸ、Ｅメールにて提出
しなければならない。
2  　前項のうち、Ｅメールを利用する場合は、
所定の応募用紙を添付しなければならない。
3  　第 1項の応募受付事務は、本会事務局が行う。

（選挙管理委員会の編成）
第 5 条　選挙管理委員会は、規則第 8条第 1項

の規定により、応募者の中から抽選で 3人を
選出する。
2  　抽選は、無作為な方法を用いて事務局が実
施する。
3  　事務局は、前項の抽選結果を速やかに応募
者全員に通知する。
4  　応募者が 3人に満たないときは、その不足
する人数を理事会の推薦により決定するもの
とする。

（選挙管理委員の名簿公表）
第 6 条　会長は、選挙管理委員の名簿が確定次
第、遅くとも改選年の 3月末日までに、会報
等により会員に公表しなければならない。

（選挙の公示）
第 7 条　選挙管理委員会は、改選年の 3月末日
までに、規則第 7条第 3項の公示を行わなけ
ればならない。

（公示内容）
第 8 条　前条の公示内容は、次に掲げる事項を
明示するものとする。
　（ 1） 理事候補者の区分並びに理事候補者・監

事候補者の定数
　（ 2）任期
　（ 3）立候補受付開始日
　（ 4）立候補受付締切日
　（ 5）立候補手続き
　（ 6）選出時期
　（ 7）選出方法

一般社団法人兵庫県社会福祉士会
役員選出に関する細則

 細則第 1 号
 2010年 1 月23日制定
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　（ 8）その他必要事項

（会員理事候補者・会員監事候補者の立候補資格
要件）
第 9 条　規則第 6条第 1項第 1号に基づく正会
員の資格要件は、次に掲げる事項をすべて満
たす者とする。

　（ 1） 選挙管理委員会が第 8条の公示を行った
時点で、本会の正会員として在籍してい
ること。

　（ 2）海外に在住していないこと。
　（ 3）本会の年会費が未納でないこと。

（推薦者の要件）
第 10条　推薦者である正会員の資格要件は、次
に掲げる事項をすべて満たす者とする。

　（ 1） 選挙管理委員会が第 8条の公示を行った
時点で、本会の正会員として在籍してい
ること。

　（ 2）本会の年会費が未納でないこと。

（会員地区ブロック推薦理事候補者の立候補者資
格要件及び選出方法）
第 11条　規則第 3条第 1項第 2号に基づく会員
地区ブロック推薦理事候補者の資格要件は、
第 9条に準じ、地区ブロックにて候補者を選
出する。

（立候補受付期間）
第 12条　選挙管理委員会は、規則第 7条第 4項
の規定に基づき、20日以上30日を超えない範
囲で会員理事候補者・会員監事候補者の立候
補の受付期間を定め、改選年の 4月末日まで
にこれを完了させなければならない。

（立候補届様式）
第 13条　会員理事候補者・会員監事候補者に立
候補する者は、所定の「様式 1」に立候補理
由を明記し届け出なければならない。
2  　立候補者の自署及び捺印のないものは無効
とする。

（推薦書様式）
第 14条　第 10条に規定する会員理事候補者・会

員監事候補者を推薦する者は、所定
の「様式 2」に推薦理由を明記して
届け出なければならない。

2  　推薦者の自署及び捺印のないものは無効と
する。
3  　立候補者確認印のないものは無効とする。

（応募手続）
第 15条　会員理事候補者・会員監事候補者の立
候補者は、第13条の立候補届を提出するとき
は、 3人の正会員から第14条の推薦書を受領
し、とりまとめて選挙管理委員会あてに郵送
し、提出するものとする。
2  　前項の規定にかかわらず、規則第 6条第 1項

第 3 号の提出期限を過ぎたものは提出がな
かったものとみなす。

（立候補者の名簿等情報の公表）
第 16条　選挙管理委員会は、規則第 9条の規定
に基づき、会員理事候補者・会員監事候補者
の立候補者の名簿等の情報を次のとおり会報
等により会員に公表する。
　（ 1）理事候補者・監事候補者の立候補区分
　（ 2）氏名
　（ 3）性別
　（ 4）年齢
　（ 5）会員番号
　（ 6）勤務先名称及び職種内容
　（ 7）現住所地名（市区町村名のみ）
　（ 8） 主な活動歴（社会福祉士会での活動歴及

び勤務先での職務経歴）
　（ 9）立候補の理由・抱負
　（10）推薦者氏名・会員番号及び推薦理由

（投票及び投票方法）
第 17条　規則第 5条の規定に基づく、投票は、
総会出席者による投票及び期日前投票とし、
投票方法は次のとおりとする。
　（ 1） 選挙は、あらかじめ指定された投票用紙

に、立候補者の中から 1名選択し、氏名
を記入して投票する。

　（ 2） 投票は単記無記名投票とする。
　（ 3） 投票用紙に 2名以上の氏名が記入された

場合は、これを無効票とする。また、氏
名の誤記入については、選挙管理委員会
の判断に委ねる。

　（ 4） 期日前投票は、郵便による投票とし、指
定された期日までに到着したものを有効
とする。

（役員候補者の決定）
第 18条　役員候補者の決定は、次のとおりとす
る。
　（ 1） 総会における投票数及び期日前投票の投

票数の合計数が、第 8条にて公示した定
数に至るまでの上位者を役員候補者とす
る。なお、第 8条にて公示した定数の順
位となる者が複数のため第 8条にて公示
した定数を上回った場合は、同順位者を
対象に、くじ引きにより決する。

　（ 2） 候補者が定数を下回る場合は、立候補者
を役員候補者とする。

（改廃）
第 19条　この細則を改廃するときは、理事会の
承認を得なければならない。
附　則
1　この規則は、2010年 1 月23日から施行する。
2　この規則は、2013年12月21日から施行する。
3　この規則は、2015年 4 月18日から施行する。
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Report 報告
ぱあとなあ兵庫　全体会

ぱあとなあ兵庫　大中　由宣

開 催 日 2025年6月11日
開催方法 Zoomによるオンライン及び会場
講 師 米田　直人　氏（ぱあとなあ兵庫　運営委員長）　
  白石　朋也　氏（神戸家庭裁判所　書記官）
  長谷川佳生　氏 （加古川市社会福祉協議会　加古川市成年後見支援センター長）
  山内　　崇　氏 （加古川市社会福祉協議会　加古川市成年後見支援センター担当係長）

　研修概要　

最近の動向・後見人への期待　知る機会
　米田委員長の「ぱあとなあ兵庫の最近の動向」から始まり、講演Ⅰ「成年後見制度の現状
と社会福祉士後見人に期待すること」「本人死亡後の事務処理の流れについて」「管理終了ま
での後見人等の事務フロー」「本人死亡後の提出書類等の流れ」について、神戸家庭裁判所
書記官の白石朋也氏から、話をうかがいました。
　講演Ⅱでは、加古川市社会福祉協議会加古川市後見支援センターの長谷川佳生氏、山内崇
氏から「開かれた後見センターを目指して」をテーマに取り組みについて学びました。

　所感等　

謙虚さと寛容さ　忘れず取り組みたい
　2023年に名簿登録をして、２年目の駆け出しです。昨年に引き続き全体会に参加させて
いただきました。ブロック研修や後見活動の中で知り合った「ぱあとなあ兵庫」の先輩方に
お会いし、困りごとを直接相談できる貴重な機会でした。
　運営委員長の講義では、部会制を推進し、私たち受任者が安心して後見活動ができるよう
に体制を整えられていることが説明されました。委員長をはじめ、運営委員の皆さんが一丸
となり後見活動を支えてくださっていることを心強く思いました。講演での「できないこと
に謙虚である」「寛容」の言葉に感銘を受け、熱心に取り組む専門職ほど知識や経験にプラ
イドを持ち、そのことが専門職同士でマウントを取り合うことにつながってしまうことに気
が付きました。ぱあとなあの一員として経験を積む中で、謙虚さや寛容な気持ちを忘れずに
取り組んでいきます。
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Report 報告
ソーシャルワーカーデー in 福祉の就職説明会

兵庫県社会福祉士会事務局

　実施内容　
　福祉専門職の活動をアピールする「ソーシャルワーカーデー
（SWD）」の場として、兵庫県社会福祉士会は2025年度、県内
のソーシャルワーク関連団体（介護福祉士会、介護支援専門員
協会、精神保健福祉士協会、医療ソーシャルワーカー協会）と
合同で、県内７会場で開催された「福祉の就職説明会」（兵庫県
福祉人材センター主催）にブースを出展しました。
　

　就職説明会は７月５日の神戸会場を皮切りに、11月にかけて洲本、豊岡、西宮、宝塚、明石、
姫路を巡回。本会からはSWD担当理事を中心に、延べ約10人がスタッフとして参加しました。
　「ソーシャルワーカーデー」「福祉の資格相談コーナー」と掲げたブースでは、各会の入会
案内や広報誌、研修のチラシなどを配付したほか、さまざまな相談にも対応しました。来訪
者からは各会の活動や国家試験対策に関する質問をはじめ、「今は事務系の仕事をしている
が、社会福祉士の資格を取りたい」「資格を生かした就職先には、どんなところがありますか」
などの声も寄せられたそうです。ブースには７会場で計50人が訪れました。
　５団体の担当者が集まって開かれた「振り返りの会」では、「県内各地で職能団体の取り
組みを知ってもらう貴重な機会になった」「他団体のスタッフと有意義な交流の場になった」
といった意見が出ました。
　今回の反省点を生かしながら2026年度も５団体がタッグを組んで、この取り組みを継続
する方針です。

▲いずれも宝塚会場の様子
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Report 報告
2025年度　医療的ケア児等コーディネーター

養成研修【Ａ日程】
兵庫県社会福祉士会事務局　胡中　智礼

開 催 日 2025年9月24日～25日
修了者数 86名
講 師 胡中　智礼（兵庫県社会福祉士会）
  加藤美奈子　氏（神戸在宅医療・介護推進財団）
  岡山　理恵　氏（西宮すなご医療福祉センター）
  神谷　　宣　氏（児童発達支援センター　川西さくら園）
  柏木　実咲　氏（兵庫県医療的ケア児支援センター）
  上田　智也　氏（社会福祉法人TRUSTこころ）
  中川　和也　氏（医療福祉センターのぎく）

　研修概要　

事前学習導入　当日の進行もスムーズ
　2018年度から開催している当該研修は「医療的ケア児等支援者養成研修」の修了者を対
象に、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを養成する研修です。「要医
療児者支援体制加算」の対象研修であり、本修了した相談支援専門員がいる相談支援事業所
がその対象となります。
　８月16日～９月20日までの期間は事前講義（オンデマンド学習）の視聴及び事前課題の
作成、9月24日、25日は兵庫県福祉センターにて開催しました。

　所感等　

アンケートに前向きな決意表明　安堵
　カリキュラム改訂に伴い、これまで使用していた事例やプログラムを一新しました。今回
は１人の医療的ケア児のライフステージ（①病院から退院時、②保育園入園時、③卒後就労
に向けて）ごとに、必要な支援、考えうるリスクとそれを解決するためにはどうすれば良い
かなどをグループで意見交換しました。相談支援専門員や保育士などの福祉職、看護師や理
学療法士などの医療職、それぞれの専門性を生かした意見が活発に交わされていました。
　受講者アンケートでは「講義や演習を通して、実際のコーディネーターの役割を知るとと
もに、多職種の意見等も聞くことができ、とても勉強になりました。私は医療分野には強い
ですが、社会資源や行政の役割等には弱く、今回皆さんから、たくさんのことを教えていた
だき、学びの多い有意義な時間を過ごすことができたと思います。何より医療的ケア児本人
や家族に寄り添い、個々が必要とする支援を行えるようになりたいと思いました。今回学ん
だことを今後に生かせるよう頑張りたいと思います」など前向きな決意表明をしてくれる方
が複数名おられました。プログラム改訂後初めての実施でしたが、好評な研修となり安堵し
ました。
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Report 報告
2025年度　社会福祉士実習指導者講習会

実習教育支援委員会　岸　剛健

開 催 日 １日目　11月1日
  ２日目　11月２日、26日、12月17日から選択
参加人数 115名
開催方法 Zoomによるオンライン及び会場
講　　師 実習指導概論：山形　匡則　氏
  （社会福祉法人明石市社会福祉協議会　地域福祉推進室　地域支援課長）
  実習マネジメント論：山北　治彦　氏
  （社会福祉法人やすらぎ福祉会　特別養護老人ホーム　恵風園）
  実習プログラミング論：川島　惠美　氏
  （関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科　教授・実践教育支援室長）
  実習スーパービジョン論：津田　克己　氏
  （一般社団法人つくる　代表理事）
  西野　佳名子　氏
  （一般社団法人兵庫県社会福祉士会　事務局長）

　実施内容　

スーパービジョン論の日程　選べるように
　相談援助実習を行う実習指導者の要件として、実習指導者を養成するための講習会の受講
が義務付けられています。本講習会は実習指導者の要件を満たす講習会として厚生労働省に
届け出たものです。
　受講しやすさを考慮し、今年度は２日目の実習スーパービジョン論（講義・演習）のプロ
グラムを３回（11月２日、26日、12月17日）に分けて開催しました。

　所感等　

近畿各地から参加者　４科目しっかりと
　近畿圏内各地より多くの方々に参加していただき、今年も100名を超える実習指導者が誕生
しました。近畿圏内で唯一Zoomを使用した１日目の講義（実習指導概論、実習マネジメント
論、実習プログラミング論）と、集合形式での対面講義（実
習スーパービジョン論）開催の２日目でしたが、受講者の
皆さんには４科目を２日間でしっかりと学んでいただきま
した。
　また、今年度は初めての平日開催で設定したところ、
公務員の方々らの受講も多く見られました。兵庫県では
受講者に、よりイメージを持ってもらいやすいように、
実習指導実践報告を聴講していただく時間を取っており、
今年度は神戸朝日病院地域連携室所属の谷髙文香氏（社
会福祉士・精神保健福祉士）に、実習指導の実際につい
て話をしていただきました。
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Report 報告
第22回兵庫社会福祉セミナー in丹波

丹波ブロック　内藤　篤志

開 催 日 2025年11月8日～9日
参加人数 39名
開催方法 会場での実施
講 師 馬場　民生　氏（丹有法律事務所　弁護士）　
  池埜　　聡　氏（関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科　教授）
  不破　一浩　氏（東漸寺　住職）

　研修概要　

支援者の心の健康とリラックス学ぶ
■福祉従事者のためのカスタマーハラスメント対策
　利用者・家族からの理不尽なクレームや暴言・暴力、ハラスメントを受けた際の対応策に
ついて学んだ。業務の範囲を正しく理解して、「できない事はできない」と伝える。利用契
約書に、契約を解除する場合の具体例を記載しておく。暴力を受けた時の被害届の提出、注
意した時の記録の保管など、事業所がすべき対策は多い。従業員を守るための安全配慮義務
について考えていかないといけない。

■対人援助職のためのマインドフルネス
　マインドフルネスの理論や「今をあるがままに観る」体験を通じて、マインドフルネス
の実践方法やストレスマネジメントについて学んだ。することモードの「doingmode]と、
今あるがままに気づく「beingmode」の違いについて理解し、日常的な行動（ドアノブ
の感触に意識を向ける、深呼吸する、食器洗い時に水や泡の感覚に気づくなど）の中でも
「beingmode」に持っていくことができる。

■禅、瞑想を通じて。
　行住坐臥とは、「歩く、とまる、座る、寝る」ことに姿勢を正し、呼吸を整え丁寧に行う
ことを言う。これは日常生活に心を添え、丁寧に生ききろうとする思想と実践であり、「禅」
の極意である。心と体はつながっており、心の持ちようで日常は良くも悪くもなる。
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　所感等　

マインドフルネスや禅　役立てたい
■カスタマーハラスメント対策
　福祉職の中には、利用者からの暴言・暴力に対して、できるだけ小さく事をおさめようと
する傾向も多い。しかし、ハラスメントを行う人には、ハラスメントをしている自覚はない
ので、まずは、ハラスメント行為であることを伝えることが重要になってくる。日頃の業務
でも、同じ事を繰り返し訴えてくる方や、長電話の繰り返しで業務を妨害しているケースも
ある。対応時間を決める、話に進展がない場合は電話を切る、といった対応も必要であると
感じる。福祉職である以上、相手の話は聞かないといけない、と考えてしまうところはある
が、対応について線引きをしておかないと支援者側の健康が保てないと思う。

■マインドフルネス
　福祉専門職は日々大きなストレスを抱えている分、ストレスマネジメントが重要になって
くる。スマホをはじめ、いくらでも楽しいことを見つけるのが容易な世の中で「beingmode」
になるのは難しい。スマホを手放す時間を意図的につくるのも、ストレス軽減に必要と感じ
た。また、マインドフルネス瞑想が偏見を低減する研究結果の話も興味深かった。マインド
フルネスを取り入れながら、ストレスマネジメントに役立てたい。

■禅
　社会福祉士の職域は相談者からの相談に対して感情の抑制や鈍麻、緊張や忍耐が必要な感
情労働である。支援者が元気でないと良い支援にはつながらない。日常を丁寧に暮らして心
も体も健康に保てるよう禅の学びを取り入れたいと思った。

■懇親会
　セミナー１日目終了後、会場であるユニトピアささやまにて、懇親会を開催した。
　お料理は丹波篠山特産の黒豆のほか、山間部である篠山の旬の素材を活かした秋の味覚
たっぷりの内容で参加者の皆様にも喜んでいただけた。また、余興として丹波ブロックの２
市にちなんだクイズ大会を開催し、歴史やご当地キャラクターなどをテーマに出題。解答の
たびに解説を交えることで、答え合わせだけではなく、地域PRの機会となった。
　懇親会を通して、県の社会福祉士の皆さんと楽しく交流、意見交換をすることができた。
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Report 報告
Block  Information

ブロックインフォメーション

神戸ブロック ブロック長　中尾　美隆

【活動報告】
　11月15日　デュオ神戸・採光ドーム まちかど相談会

　９月21日に予定していたBBQは諸般の事情により中止となりました。
　11月15日のまちかど相談会は、西はりまブロックとの共催で開催しました。たくさんの
方に足を止めていただきました。
　毎月、第４月曜に定例で役員会を実施しています。

【今後の予定】
　3月12日　施設見学会＆兵庫区下町散策会  更生保護施設 湊川寮見学＆湊川市場・東

山市場等下町散策会＝42ページ参照
　5月24日　兵庫県福祉センター 神戸ブロック総会

　１月または２月ごろに、毎年ご好評いただいている園芸療法も開催予定です。詳しくはひ
よこメーリングリストまたはFacebookにてお知らせいたします。
　３月には更生保護施設の見学＆兵庫区下町散策会を行います。ご興味のある方はご参加く
ださい。どちらかのみの参加も可能です。
　５月24日には神戸ブロック総会も開催予定です。ご予定くださいますよう、よろしくお
願いいたします。

【お知らせ】
● Facebook（フェイスブック）しています。　検索：兵庫県社会福祉士会神戸ブロック
●神戸ブロックへのご意見などはkobe.block.fukushishikai@gmail.comまでお寄せください。
● 聞いてみたい勉強会テーマがありましたら、上記の神戸ブロックメールアドレスまでお知
らせください。
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Report 報告Block  Information
ブロックインフォメーション

阪神ブロック ブロック長　近藤　健太

まちかど相談会　
開 催 日 2025年10月25日
参加人数 500名
開催方法 会場での実施

　研修概要　

「にしのみや市民まつり」にブース出展　
　阪神ブロック「まちかど相談会」を「西宮市政100周年　第50回にしのみや市民まつり」
で開催しました。無料相談会のブースを設置したほか、兵庫県社会福祉士会の活動紹介、の
ぼりの掲示、スーパーボールすくい、家族連れへのリーフレット配布や会の案内チラシ入り
ノベルティポケットティッシュ配布などを実施しました。

　所感等　

家族連れ　スーパーボールすくい楽しむ
　秋雨が降るなか、西宮市役所の周辺が60を超えるブースでにぎわいました。「兵庫県社会
福祉士会」の青いのぼりを立てたブースには、500名を超える家族連れが訪れ、スーパーボー
ルすくいを楽しみました。ソーシャルワーク関連５団体で作成した冊子『「よりそい」のプ
ロになる』なども配りました。

西はりまブロック ブロック長　岸　剛健

【活動報告】
　11月15日　デュオこうべ・採光ドーム 神戸・西はりまブロック無料相談会
　11月28日　Zoom 阪神・西はりまブロック研修会　JICA関西

【今後の予定】
　3月27日　Zoom開催 研修会「児童福祉法改正が示す新たな方向性」
 講師：津田克己氏

【お知らせ】
　西はりまブロックでは毎月最終金曜日19：00よりプレミアムフライデーと題し、Zoom
による交流会を開催しております。西はりまブロック以外の方もお気軽にご参加下さい。出
入りは自由です。
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■活動報告
10月22日 Zoom
  実践発表会の企画、研究誌の

編集について
11月29日 兵庫県社会福祉士会事務局
  実践発表会の企画、委員会活

動動画作成について
12月21日 Zoom
 実践発表会の企画について

　今年度も実践発表会の準備、研究誌の編
集を中心に活動しました。委員会名称の変
更や、委員会名簿の整理など委員会運営に
ついても話を進めています。

■お知らせ
　次年度も実践発表会の企画、研究誌『兵
庫社会福祉士』の発行を予定しています。
それぞれ申し込みや投稿については改めて
ご案内をします。ぜひ実践発表、論文の投
稿に向けて新年から計画を立てて進めてみ
てください。皆さんと実践研究や実践報告
について分かち合う機会を楽しみにしてい
ます。

委員長　竹森　美穂

委員会
インフォメー

ション 調査研究委員会
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　当委員会は、参加型の学習会を行い、実
践を振り返り、ソーシャルワークの価値や
理論になぞらえながら、自ら言語化・可視
化を試みています。間違ったことを言って
しまっても、とがめられない安全な場所と
して、実践者としての力を養うトレーニン
グの場として、専門職が集まる学びと癒や
しの場を提供しています。
　今年度は来年度に行うピア・グループ・
スーパービジョン機能を有する事例検討会
のための基礎学習として、テキスト『福祉
専門職のための統合的・多面的アセスメン
ト』（渡部律子著／ミネルヴァ書房）をみ
んなで読み込んでいます。

■活動報告
9月11日 Zoom
 コアメンバー会議（参加者７名）
9月21日 Zoom
 コアメンバー会議（参加者６名）
9月21日 Zoom
 委員会（参加者22名）
  学習会：テキスト第２章
  「ソーシャルワークの使命と

アイデンティティ」
9月30日 Zoom
  来年度講師との打ち合わせ会

議（参加者３名）
11月13日 Zoom
 コアメンバー会議（参加者６名）
11月16日 Zoom
 コアメンバー会議（参加者６名）

11月16日 Zoom
 委員会（参加者28名）
  学習会：テキスト第３章
 「アセスメントと援助のプロセス」

■今後の予定
1月18日 Zoom　  委員会・学習会
 （共通テキスト第４章）
3月15日 Zoom　 委員会・学習会
 （共通テキスト第５章）

■参加者の報告
　テーマ：第２章「ソーシャルワークの使
命とアイデンティティ」
　第２回学習会は「ソーシャルワークの使
命とアイデンティティ」というテーマでし
た。ソーシャルワーカーの“使命”とは何
か。“誰”のために“何”をするのか、とい
うのが学びの出発点で、それらの理解の深
さが本人や周囲の環境への関わり方に影響
を与え、さらにはソーシャルワークのアセ
スメントの内容にも変化をもたらす。しか
し、その使命を強く持ち続けようとすれ
ば、組織や制度などとの狭間でジレンマを
感じ専門職として悩むこととなる。それで
も私たちは丁寧に誠実に個別実践を積み上
げながら、地域、制度、政策課題にまで対
象を広げていくことが求められ、その小さ
な実践からつながる大きな社会変革へと
あきらめることなく突き進んでいくこと
が“使命を果たす”ということなのかなと、
そんな学びを深めることができました。

（記・名田茂実）

委員会
インフォメー

ション

委員長　真利　敦子

ソーシャルワーク研究委員会
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委員会
インフォメー

ション

委員会
インフォメー

ション

■活動報告
10月12日  Zoom　近畿ブロック　実習担

当者会議
11月1日 兵庫県福祉センター
 実習指導者講習会
11月2日 兵庫県福祉センター
 実習指導者講習会
11月26日 兵庫県福祉センター
 実習指導者講習会
11月30日  Zoom　都道府県社会福祉士会　

実習指導担当者会議
12月17日  兵庫県福祉センター　実習指

導者講習会

12月17日  Zoom　 実習指導者交流会

■今後の予定
1月29日 兵庫県福祉センター
 社会福祉士実習プログラム
 作成支援研修

■お知らせ
　メンバーを募集中です。実習教育に携
わっておられる方、これから携わる方、実
習受け入れに興味のある方々など、皆様の
ご参加をお待ちしております。

■活動報告
11月6日 オンライン
  定例会（次年度事業計画・予

算案、実践報告会進捗）
11月22日 福祉センター
  困りごと整理プロジェクト定

例会（障がい分野）
12月11日 オンライン
  定例会（困りごとＰ振り返

り、実践報告会準備）
　11/22は委員会紹介の動画撮影を行いま
した。
　その後、困りごと整理プロジェクト（障
がい分野）の第３回定例会を実施しました。
過去の定例会で私たち社会福祉士が、当事
者の困りごとをソーシャルアクションにつ
なぐための題材を複数選択しました。その
中から、取り組む手段や方法を議論した結
果、相談支援センターの認知度、計画相談
におけるセルフプラン問題や65歳問題など

社会的認知度向上のための提案や社会資源
の一部として活動する提案もありました。

■今後の予定
1月17日 福祉センター
  困りごと整理プロジェクト定

例会（障がい分野）
2月11日 福祉センター・オンライン
 独立型社会福祉士実践報告会
　２月11日（水・祝）は、障がい福祉委
員会と連携し、１日で２つの研修に参加で
きるように協働開催します。
　午前中は「障がい者の意思決定支援」研
修、午後には「独立型社会福祉士実践報告
会」とそれぞれの委員会が主催します。研
修等の広報活動（告知先）をシェアしたり、
同日開催により、スタッフ労力の効率化と
多くの方に受講してもらえる工夫をしまし
た。より多くの方に１日２つの研修を受講
してほしいと思っています。

委員長　岸　剛健

実習教育支援委員会

委員長　樹下　和幸

独立型社会福祉士支援委員会
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委員会
インフォメー

ション 災害福祉支援委員会
委員長　西野　佳名子

■活動報告
9月8、12日 研修受講＆研修協力
兵庫DWAT養成　基礎研修
　兵庫県のDWAT（災害派遣福祉チーム）
の養成基礎研修が８日に姫路市内で、12
日には神戸市内で開かれ、委員会のメン
バーも受講者やファシリテーターとして参
加した。
　午前中は活動経験のある専門職から「被
災地での活動」「DMAT（災害派遣医療チー
ム）の活動とDWATの連携」と題した講
演を聴き、午後からは講師の神戸学院大学
の伊藤隆博准教授のもと、「避難所におけ
る福祉ニーズを考える」「一般避難所での
災害派遣福祉チームの活動」というテーマ
のグループワークなどに取り組んだ。

10月31日 研修受講＆研修協力
兵庫DWAT養成　応用研修
　養成応用研修が神戸市内で開かれた。委
員会のメンバーも受講者やファシリテー
ターとして参加し、神戸学院大学の伊藤隆
博准教授による「災害発生時の初動対応」
「避難者のスクリーニング」「避難者への個
別支援と多職種連携」といったテーマの演
習に取り組んだ。

11月4日 オンライン 定例会
　メンバー17人、見学の１人が参加した。
こうのとり通信の「防災いいな」の内容に
ついて議論したほか、１月17日に開催さ
れる「ひょうご安全の日のつどい」の出展
企画について意見交換した。

11月15日 研修協力
認証研修　オンライン演習
　認証研修「災害支援活動者養成研修」の
オンライン演習が開かれ、受講者やファシ
リテーターとして参加した。
　「福祉専門職による災害支援の実際」を
テーマにした講義・演習では、被災地での
支援活動の経験が豊富な大阪DWAT隊員
の澤村さおりさんを講師に迎え、積極的な
ニーズの把握やアセスメント、住民主体の
ネットワークづくりについて学んだ。

■今後の予定
1月17日 イベント出展＆懇親会
「ひょうご安全の日のつどい」に出展
　神戸市中央区のHAT神戸・なぎさ公園
で開催される「ひょうご安全の日のつどい」
の「交流ひろば」に昨年に引き続き、ブー
スを出展します。来場者と一緒にハザード
マップを確認したり、兵庫県社会福祉士会
が開発した『防災対応力向上シート』の活
用方法を伝えたりします。当日は隣接す
る「人と防災未来センター」も入館無料と
なっています。ぜひお立ち寄りください。
3月3日 オンライン 定例会

■お知らせ
　災害福祉支援委員会は、奇数月の第１火
曜日の夜にオンライン会議で、また随時、集
合形式で開催しています。メンバーも募集し
ています。お気軽にお問い合わせください。
　32ページの「防災いいな（1.17） 災害
に強いソーシャルワーカーへの道」もご覧
ください。
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By Hyogo Association of Certified Social Workers

■■　3636　■■



■■　3737　■■



こちらから
☜☜

■■　　3838　　■■



■■　3939　■■



92 1

URL

HPLa 2 22 17 45
Japanese Bal -SAKU-

4-3-1→

↑2 13 ( )

4,500
090-1585-9234

■■　4040　■■



■■　4141　■■



2026. 3.12 10:00-14:00

kobe.block.fukushishikai@gmail.com
090-9047-5290

2026. 3.12 10:00-14:00

■■　4242　■■



 

■■　　4343　　■■



発　行 ： 一般社団法人 兵庫県社会福祉士会　広報委員会
住　所 ： 〒 651-0062　神戸市中央区坂口通2-1-1　兵庫県福祉センター 3階
電　話 ： 078（265）1330
Ｆａｘ ： 078（265）1340
印　刷 ： 小野高速印刷株式会社

一般社団法人 兵庫県社会福祉士会

こうのとり通信 No.125
2026 New Year

⬜
⬜
⬜
⬜


